
 
広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
広
島
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
十
条
第
一
項
中
「
（
当
該
土
壌
関
係
特
定
有
害
物
質
が
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政

令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
一
条
第
十
四
号
又
は
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
で

あ
る
場
合
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
「
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
特
定
有
害
物
質
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
法
施
行
規
則
」
を
「
土
壌
汚
染
対

策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
省
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
省
令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
法
施
行
規
則
第
五
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
省

令
第
六
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
法
施
行
規
則
第
五
条

第
三
項
第
四
号
」
を
「
省
令
第
六
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項

中
「
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
省
令
第
六
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
土
壌
関
係
特
定
有
害
物
質
が
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
十
四
号
又
は
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に

掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
で
あ
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
特
定
有
害
物
質
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 

一 

政
令
第
一
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質 

同
条
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ

る
特
定
有
害
物
質 

 

二 

政
令
第
一
条
第
十
六
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質 

同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質 

 

三 

政
令
第
一
条
第
十
七
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質 

同
条
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定

有
害
物
質 

 

四 

政
令
第
一
条
第
十
八
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害
物
質 

同
条
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
特
定
有
害

物
質 

 

第
三
十
一
条
第
一
号
中
「
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
省
令
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
省
令
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
三
条
第
三
号
中
「
）
第
七
条
第
四
項
」
を
「
。
次
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
六

項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
」
を
「
次

に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



 
 

イ 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
汚
染
土
壌

処
理
業
者
」
と
い
う
。
）
に
当
該
汚
染
土
壌
の
処
理
を
委
託
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
土
地
改
変
者
が

汚
染
土
壌
処
理
業
者
で
あ
っ
て
当
該
汚
染
土
壌
を
自
ら
処
理
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 
 

ロ 

省
令
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
汚
染
土
壌
の
運
搬
を
行
う
こ
と
。 

 
 

ハ 

当
該
汚
染
土
壌
の
運
搬
又
は
処
理
を
他
人
に
委
託
す
る
場
合
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の

例
に
よ
り
、
当
該
汚
染
土
壌
の
運
搬
を
受
託
し
た
者
（
当
該
委
託
が
当
該
汚
染
土
壌
の
処
理
の
み
に

係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
処
理
を
受
託
し
た
者
）
に
対
し
、
管
理
票
を
交
付
す
る

と
と
も
に
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
汚
染
土
壌
の
運
搬
を
受
託
し
た

者
又
は
当
該
汚
染
土
壌
の
処
理
を
受
託
し
た
者
に
対
し
、
当
該
管
理
票
を
送
付
し
、
又
は
回
付
す
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
汚
染
土
壌
の
処
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


